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特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 

2016年度5回常任委員会 議事録 

 

1 日時：2016年8月25日(木)午後4時～午後6時40分 

2 場所：東京都千代田区麹町3-6-5 麹町GN安田ビル4階 JPF事務局会議室 

 

3 出席者の確認 

常任委員総数9名のうち、常任委員会の成立要件である3分の2以上の出席が満たされている旨の 

報告がなされ、本会の成立を確認した。 

常任委員 

NGOユニット：大西 健丞 

NGOユニット：橋本 笙子 

外務省：民間援助連携室長 関 泉 

経済界：エディ 操（欠席につき表決権委任：有馬委員）    

学識経験者：石井 正子（欠席につき表決権委任：飯田委員） 

学識経験者：堀場 明子 

代表理事：有馬 利男 

事務局長：飯田 修久 

オブザーバー 

外務省：民間援助連携室 上村 修司 

AAR：穂積 武寛 

CWS：小美野 剛  

議長は、常任委員会規約の第３条により事務局長が務める旨を確認した。 

 

４  第一部：審議事項  

（１）第一号議案：第4回常任委員会議事録の承認 

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。  

承認。 

 

（2）第二号議案：イラク・シリア人道危機対応プログラムの方針変更について 

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。  

承認。（1団体につきシリア国内1事業、シリア周辺国3事業までの実施を可能とする） 

 

（3）第三号議案：イラク・シリア人道危機対応プログラムのコンセプトノート審査結果について 

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。  

承認。 

（常任委員より、セキュリティに対するコメントがあったため、セキュリティをどのよ

うにコンセプトノートの審査軸としていくかについては議論を続ける） 
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（4）第四号議案：CSVフォーラムの共催について 

審議の結果、全会一致で以下の通りとした。  

承認。 

  

5  第一部：報告事項  

（１）財務状況の報告 

事務局より、「7月度の財務状況」について報告した。 

（2）九州地方広域災害被災者支援について 

事務局より、「九州地方広域災害被災者支援事業報告」（寄付総額：約5億円）および熊本地震

の現地モニタリングレポート（第1回、第2回：助成審査委員松丸教授）について報告した。 

常任委員より、スピード（迅速性）についても、行動及び評価の軸に加えるべき、との指摘

があった。 

（3）アフガニスタン・パキスタン地震の民間資金残金について 

事務局より、「アフガニスタン・パキスタン地震の民間資金残金」について報告した。 

（4）企業連携の強化に向けた調査について 

事務局より、「企業連携の強化に向けた調査事業」について報告した。 

（5）ミャンマーにおける事業実施案件（KnK）の進捗報告 

事務局より、「ミャンマーにおける事業実施案件（KnK）の進捗」（改善要求に対するKnKか

らの改善策）について報告した。 

（6）政府資金補正予算要望プログラムについて 

事務局より、「2016年度政府資金補正予算要望プログラム」について報告した。 

（7）JPFメディア懇談会（8/9）の報告 

事務局より、「JPFメディア懇談会（8/9）」（TICAD勉強会：メディアより12人が参加）に

ついて報告した。 

 

6 第二部：審議事項 

（1） 第一号議案：南スーダン支援緊急対応期にかかる事業計画の承認 

 審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

① MPJ：ウガンダ北部南スーダン難民居住区における食糧支援とチャイルド・フレンドリ 

ー・スペースの建設（政府支援金） 

再提出。 

 

（2） 第二号議案：イラク・シリア人道危機対応にかかる事業計画の承認 

 審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

① PARCIC：トルコにおけるシリア難民への食糧・NFIおよび越冬支援（第3期） 

（政府支援金） 

承認。 

 

（3） 第三号議案：パレスチナ・ガザ人道支援2016にかかる事業計画の承認 

 審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

① JPF：JPF事務局によるガザ及びイスラエルにおけるモニタリング事業（政府支援金） 

承認。 
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（4） 第四号議案：イエメン人道危機対応にかかる事業計画の承認 

 審議の結果、全会一致で以下の通りとした。 

① ICAN：イエメン紛争被害者に対する緊急救援物資提供事業（フェーズ2）（政府支援金） 

承認。 

 

7 書面による報告 

（１） NGOユニットおよび事務局より、書面をもって以下を報告した。 

① NGOユニットからの報告 

② 事業計画変更の報告  

③ JPF事務局審議結果の報告 

④ 固定資産処理の報告 

⑤ 終了報告書審議結果の報告 

⑥ コアチームの報告 

 

（２）次回の開催日時と会場について 

会場をJPF事務局とし、以下の日程で常任委員会を開催することを確認した。 

2016年度第6回常任委員会：2016年9月23日（金）16時より 麹町GN安田ビル４F 

2016年度第7回常任委員会：2016年10月19日（水）16時より 麹町GN安田ビル４F 

2016年度第8回常任委員会：2016年11月17日（木）16時より 麹町GN安田ビル４F 

2016年度第9回常任委員会：2016年12月20日（火）16時より 麹町GN安田ビル４F 

2016年度第10回常任委員会：2017年1月19日（木）16時より 麹町GN安田ビル４F 

2016年度第11回常任委員会：2017年2月16日（木）16時より 麹町GN安田ビル４F 

2016年度第12回常任委員会：2017年3月16日（木）16時より 麹町GN安田ビル４F 

以上 


